
（別記） 

○食品表示法（平成 25 年法律第 70 号）（抜粋） 

（食品表示基準の策定等） 

第四条 内閣総理大臣は、内閣府令で、食品及び食品関連事業者等の区分ごとに、次に掲げ

る事項のうち当該区分に属する食品を消費者が安全に摂取し、及び自主的かつ合理的に

選択するために必要と認められる事項を内容とする販売の用に供する食品に関する表示

の基準を定めなければならない。 

一 名称、アレルゲン（食物アレルギーの原因となる物質をいう。第六条第八項及び第十

一条において同じ。）、保存の方法、消費期限（食品を摂取する際の安全性の判断に資

する期限をいう。第六条第八項及び第十一条において同じ。）、原材料、添加物、栄養成

分の量及び熱量、原産地その他食品関連事業者等が食品の販売をする際に表示される

べき事項 

二 表示の方法その他前号に掲げる事項を表示する際に食品関連事業者等が遵守すべき

事項 

２～６ [略] 

 

（食品表示基準の遵守） 

第五条 食品関連事業者等は、食品表示基準に従った表示がされていない食品の販売をし

てはならない。 

 

（指示等） 

第六条 食品表示基準に定められた第四条第一項第一号に掲げる事項（以下「表示事項」と

いう。）が表示されていない食品（酒類を除く。以下この項において同じ。）の販売をし、又

は販売の用に供する食品に関して表示事項を表示する際に食品表示基準に定められた同

条第一項第二号に掲げる事項（以下「遵守事項」という。）を遵守しない食品関連事業者が

あるときは、内閣総理大臣又は農林水産大臣（内閣府令・農林水産省令で定める表示事項

が表示されず、又は内閣府令・農林水産省令で定める遵守事項を遵守しない場合にあっ

ては、内閣総理大臣）は、当該食品関連事業者に対し、表示事項を表示し、又は遵守事項

を遵守すべき旨の指示をすることができる。 

２～８ [略] 

 

（公表） 

第七条 内閣総理大臣、農林水産大臣又は財務大臣は、前条の規定による指示又は命令を

したときは、その旨を公表しなければならない。 

 

（立入検査等） 

第八条 [略]  

２ 農林水産大臣は、第六条第一項の内閣府令・農林水産省令で定める表示事項以外の表

示事項又は同項の内閣府令・農林水産省令で定める遵守事項以外の遵守事項に関し販売

の用に供する食品（酒類を除く。以下この項において同じ。）に関する表示の適正を確保

するため必要があると認めるときは、食品関連事業者若しくはその者とその事業に関し

て関係のある事業者に対し、販売の用に供する食品に関する表示について必要な報告若

しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め、又はその職員に、これらの者の事務所、事

業所その他の場所に立ち入り、販売の用に供する食品に関する表示の状況若しくは食品、

その原材料、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは従業員その他の関係者に質問



させることができる。 

３～９ [略] 

 

（権限の委任等） 

第十五条 内閣総理大臣は、この法律の規定による権限（政令で定めるものを除く。）を消費

者庁長官に委任する。 

２～３ [略] 

４ この法律に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところに

より、都道府県知事又は地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の

十九第一項の指定都市の長が行うこととすることができる。 

５ 第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、政令で定

めるところにより、都道府県知事、地域保健法（昭和二十二年法律第百一号）第五条第一

項の政令で定める市（次条において「保健所を設置する市」という。）の市長又は特別区の

区長が行うこととすることができる。 

 

 

○食品表示法第十五条の規定による権限の委任等に関する政令（平成27年政令第68号） 

（都道府県又は指定都市が処理する農林水産大臣の権限に属する事務） 

第五条 法に規定する農林水産大臣の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるものは、

当該各号に定める者が行うこととする。ただし、第二号から第五号までに掲げる事務（第

二号から第四号までに掲げる事務にあっては、法第六条の規定の施行に関し必要と認め

られる場合におけるものに限る。）については、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。 

一 法第六条第一項の規定による指示及び当該指示に係る法第七条の規定による公表

（いずれも食品関連事業者であって、その主たる事務所及び事業所が一の都道府県の

区域内のみにあるものに関するものに限る。）に関する事務 次のイ又はロに掲げる食

品関連事業者の区分に応じ、当該イ又はロに定める者 

イ 食品関連事業者であって、その主たる事務所及び事業所が一の都道府県の区域内の

みにあるもの（ロに規定する指定都市内食品関連事業者を除く。以下この条及び次条

において「都道府県内食品関連事業者」という。） 当該都道府県の知事 

ロ  [略] 

二～五 [略] 

２～８ [略] 

 

（都道府県等が処理する消費者庁長官に委任された権限に属する事務）  

第六条  法第十五条第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務（酒

類及び次条第一項本文の内閣府令で定める事項に係るものを除く。）のうち、次の各号に

掲げるものは、当該各号に定める者が行うこととする。ただし、第三号から第六号までに

掲げる事務（第三号から第五号までに掲げる事務にあっては、法第六条の規定の施行に

関し必要と認められる場合におけるものに限る。）については、消費者庁長官が自ら行う

ことを妨げない。  

一 法第六条第一項の規定による指示及び当該指示に係る法第七条の規定による公表

（いずれも都道府県内食品関連事業者又は指定都市内食品関連事業者に関するものに

限る。）に関する事務 次のイ又はロに掲げる食品関連事業者の区分に応じ、当該イ又は

ロに定める者 

イ 都道府県内食品関連事業者 当該都道府県の知事  



ロ ［略］  

二～六 ［略］  

２～８ ［略］ 

 

○食品表示基準（平成２７年内閣府令第１０号）（抜粋） 

（横断的義務表示） 

第三条 食品関連事業者が容器包装に入れられた加工食品（業務用加工食品を除く。以下こ

の節において「一般用加工食品」という。）を販売する際（設備を設けて飲食させる場合を

除く。第六条及び第七条において同じ。）には、次の表の上欄に掲げる表示事項が同表の

下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。ただし、別表第四の上欄に

掲げる食品にあっては、同表の中欄に掲げる表示事項については、同表の下欄に定める

表示の方法に従い表示されなければならない。 

名称 １ その内容を表す一般的な名称を表示する。ただし、乳（生

乳、生山羊乳、生めん羊乳及び生水牛乳を除く。以下同じ。）及

び乳製品にあっては、この限りでない。 

２ [略] 

[略] 

原材料名 １ 使用した原材料を次に定めるところにより表示する。 

一 原材料に占める重量の割合の高いものから順に、その最

も一般的な名称をもって表示する。 

二・三 [略] 

２・３ [略] 

２ 前項に定めるもののほか、食品関連事業者が一般用加工食品のうち次の表の上欄に掲

げるものを販売する際（設備を設けて飲食させる場合を除く。）には、同表の中欄に掲げ

る表示事項が同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。 

輸入品以外

の加工食品 

原料原産地名 １ 対象原材料（使用した原材料に占める重量の割合が

最も高い原材料（酒税の保全及び酒類業組合等に関す

る法律（昭和二十八年法律第七号）第八十六条の六第

一項の規定に基づく酒類の表示の基準において原産

地を表示することとされている原材料及び米穀等の取

引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する

法律（平成二十一年法律第二十六号）第二条第三項に

規定する指定米穀等（米穀及び別表第十五の１の（６）

に掲げるもちを除く。）の原材料である米穀を除く。）を

いう。以下同じ。）の原産地を、原材料名に対応させて、

次に定めるところにより表示する。 

一 [略] 

二 対象原材料が加工食品であるもの（別表第十五の

２から５までに掲げるものを除く。）にあっては、次に

定めるところにより表示する。 

イ 国産品にあっては、国内において製造された旨を

「国内製造」と、輸入品にあっては外国において製造

された旨を「○○製造」と表示する（○○は、原産国

名とする。）。ただし、国産品にあっては、「国内製造」

の表示に代えて、「○○製造」と表示する（○○は、都



道府県名その他一般に知られている地名とする。）こ

とができる。 

ロ イの規定による原産地の表示に代えて、当該対象

原材料に占める重量の割合が最も高い生鮮食品の

名称と共にその原産地を表示することができる。 

ハ [略] 

三～六 [略] 

２～６ [略] 

７ １から６までの規定により表示することとされる原産

地以外の原材料の原産地を、１の規定により表示するこ

とができる。 

 

（表示の方式等） 

第八条 第三条及び第四条に掲げる事項（栄養成分の量及び熱量については、第三条、第四

条及び前二条に掲げる事項）の表示は、次の各号に定めるところによりされなければなら

ない。ただし、別表第二十の上欄に掲げる食品にあっては、次の各号の規定（第三号の栄

養成分の量及び熱量の表示に係る規定を除く。）にかかわらず、同表の中欄に定める様式

（当該様式による表示と同等程度に分かりやすく一括して表示される場合を含む。）及び

下欄に定める表示の方式に従い表示されなければならない。 

一・二[略]  

三 名称、原材料名、添加物、原料原産地名、内容量、固形量、内容総量、消費期限、保存の

方法、原産国名及び食品関連事業者の表示は別記様式一により、栄養成分（たんぱく質、

脂質、炭水化物及びナトリウム（食塩相当量に換算したもの））の量及び熱量の表示は別記

様式二（たんぱく質、脂質、炭水化物及び食塩相当量に換算したナトリウム以外の栄養成

分もこれと併せて表示する場合にあっては、別記様式三）により行う。ただし、別記様式一

から別記様式三までにより表示される事項が別記様式による表示と同等程度に分かりや

すく一括して表示される場合は、この限りでない。 

 

（表示禁止事項） 

第九条 食品関連事業者は、第三条、第四条、第六条及び第七条に掲げる表示事項に関して、

次に掲げる事項を一般用加工食品の容器包装に表示してはならない。 

一 実際のものより著しく優良又は有利であると誤認させる用語 

二 第三条及び第四条の規定により表示すべき事項の内容と矛盾する用語 

三～十二 [略] 

十三 その他内容物を誤認させるような文字、絵、写真その他の表示 

２ [略] 

 

○米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律（平成２１年法律第

26 号）（抜粋） 

（取引等の記録の作成）  

第三条 米穀事業者は、米穀等について譲受け又は他の米穀事業者への譲渡しをしたとき

は、主務省令で定めるところにより、その名称（指定米穀等にあっては、その名称及び産

地）、数量、年月日、相手方の氏名又は名称、搬入又は搬出をした場所その他の主務省令

で定める事項に関する記録を作成しなければならない。 

２ [略] 



 

 

（一般消費者に対する産地情報の伝達） 

第八条 米穀事業者（他の米穀事業者に委託をして指定米穀等の販売又は提供をする場合

における当該委託をする米穀事業者を除く。）は、指定米穀等について一般消費者への販

売又は提供をするときは、食品表示法（平成二十五年法律第七十号）第四条第六項に規定

する食品表示基準、日本農林規格等に関する法律（昭和二十五年法律第百七十五号）第五

十九条第一項の規定により定められた品質に関する表示の基準又は酒税の保全及び酒

類業組合等に関する法律（昭和二十八年法律第七号）第八十六条の六第一項の規定によ

り定められた酒類の表示の基準に従って当該指定米穀等の産地を表示しなければならな

い場合を除き、主務省令で定めるところにより、その包装又は容器への表示その他の方

法により、当該指定米穀等の産地を、当該一般消費者に伝達しなければならない。 

２・３ [略] 

 

（勧告及び命令） 

第九条 主務大臣は、米穀事業者が前条第一項の規定を遵守していないと認めるときは、当

該米穀事業者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。 

２  [略] 

 

（報告及び立入検査） 

第十条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、米穀事業者若しくは米穀等の

運送業者若しくは倉庫業者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、これら

の者の事務所、事業場、店舗、倉庫、船舶、車両その他米穀等の販売、輸入、加工、製造、提

供、輸送若しくは保管の業務に関係がある場所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書

類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

２・３ [略] 

 

（主務大臣等） 

第十一条 この法律における主務大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に

定める大臣とする。ただし、酒類の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業に係る事項に

ついては、財務大臣とする。 

一 第九条第一項の規定による勧告、同条第二項の規定による命令並びに前条第一項の

規定による報告の徴収及び立入検査（第四条、第八条又は第九条の規定を施行するため

に行うものに限る。）に関する事項 内閣総理大臣及び農林水産大臣 

二  [略] 

２ 第九条第一項及び前条第一項の規定による主務大臣の権限は、前項本文（第一号に係る

部分に限る。）の規定にかかわらず、内閣総理大臣又は農林水産大臣がそれぞれ単独で行使

することを妨げない。 

３ 次の各号に掲げる大臣は、前項の規定により単独で第九条第一項の規定による勧告を

しようとするときは、あらかじめ、その勧告の内容について、それぞれ当該各号に定める大

臣に通知するものとする。 

一 内閣総理大臣 農林水産大臣 

二 農林水産大臣 内閣総理大臣 

４～１０ [略] 

１１ この法律に規定する農林水産大臣の権限及び第八項の規定により消費者庁長官に委



任された権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこと

とすることができる。 

○米穀等の産地情報の伝達に関する命令（平成21年内閣府・財務省・農林水産省令第1号）

（抜粋） 

（一般消費者に対する産地情報の伝達方法） 

第三条 法第八条第一項の規定による産地の伝達は、次のいずれかの方法により行うもの

とする。 

一 指定米穀等の包装又は容器の見やすい箇所にその産地を明瞭に表示する方法 

二 店舗その他の指定米穀等の販売又は提供をする場所にあるメニュー、冊子、リーフレ

ットその他の一般消費者の目につきやすいものにその産地を明瞭に表示する方法 

三 店舗内又は店舗の入口付近の一般消費者の目につきやすい場所にその産地を明瞭に

表示する方法 

四 [略] 

 

（産地の情報を一般消費者が知ることができるようにする措置等） 

第四条 法第八条第二項の主務省令で定める措置は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同

項の産地の情報を知ることができる方法の伝達は、同欄に掲げる措置ごとにそれぞれ同

表の下欄に掲げるところにより行うものとする。 

インターネットを利用して当該指定米穀等

の産地の情報を公衆の閲覧に供すること。 

 

当該指定米穀等の産地の情報に係るホー

ムページアドレス（二次元コードその他のこ

れに代わるものを含む。）及び当該ホームペ

ージを閲覧することにより産地の情報を知

ることができる旨を、前条第一項各号に掲

げる方法により、一般消費者に伝達するこ

と。 

 

従業員の研修の実施、マニュアルの作成そ

の他の措置を講ずることにより、店頭にお

いて、当該指定米穀等の産地を的確に伝達

できる体制を整備し、一般消費者からの求

めに応じて当該指定米穀等の産地を当該

一般消費者に伝達すること。 

店頭における問合せにより産地の情報を知

ることができる旨を、前条第一項各号に掲

げる方法により、一般消費者に伝達するこ

と。 

 

従業員の研修の実施、マニュアルの作成そ

の他の措置を講ずることにより、一般消費

者向けの相談窓口において、当該指定米穀

等の産地を的確に伝達できる体制を整備

し、一般消費者からの求めに応じて当該指

定米穀等の産地を当該一般消費者に伝達

すること。 

 

当該指定米穀等の産地の情報を知ること

ができる相談窓口の連絡先及び当該相談

窓口に問合せを行うことにより産地の情報

を知ることができる旨を、前条第一項各号

に掲げる方法により、一般消費者に伝達す

ること。 

 


